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第八期第１年次の研究推進に向けて 

 

全国公立学校教頭会 研究部長 峯岸 宜久  

 

平成18年の教育基本法の改正を踏まえ、教育制度に関わる三つの法律が成立し「中教審初等中等教育

分科会教育課程部会」の答申を受け、平成20年３月に新学習指導要領が公示され、小・中学校学習指導

要領の改訂に伴う移行措置案が公表され、教育改革の道筋が示されました。 

「基礎的・基本的な知識・技能を徹底して身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの『確かな学力』

を育成し、『生きる力』をはぐくむという現行学習指導要領の基本的な考え方を今後も維持することが

適切である」との答申を受け、この「生きる力」を子どもたちに十分身につけさせることが踏襲される

ことになりました。 

わたしたちの研究活動は、副校長・教頭としての「資質を高めるための研修を推進し、わが国の教育

の振興に寄与する」という目的のもと、第一期から30年以上にわたり継続して取り組んできた組織的な

協働研究です。諸先輩が試行錯誤しながら進めてきた研究の成果の上に立ち、第八期の全国統一研究主

題は第七期と同じ「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」です。新学習指導要領も「生きる力」

を育成する教育を推進することとなり、わたしたち全国公立学校教頭会の先見性が実証されたものと自

負しているところでもあります。 

教育をめぐる現状は、いじめ・不登校・学級崩壊・規範意識の低下・自己中心的な行動の増加など、

深刻な問題を抱えています。社会がどのような状況にあろうと、「自ら考え、自ら問題を解決していく資

質と能力」、「自らを律しつつ他人を思いやる心豊かな人間性」、「たくましく生きるための健康と体力を

持った児童生徒の育成」が学校教育に求められています。 

さらに、学校評価に関わる規定が新たに設けられ、学校に関する情報を地域・保護者等への提供が義

務づけられました。 

このように私たち副校長・教頭は、新たな対忚が次々と求められる中、教育を推進し評価・改善を図

る立場にあります。組織マネジメントやPDCAサイクルによる組織運営と教頭のリーダーシップより、子

ども達一人ひとりが生き生きと活動できる学校を創ることが重要であると考えています。 

 本年度は、第八期研究の初年次となります。研究指針となる「研究の手引き」は、第八期のスタート

にあたり大幅な見直しを行いました。第七期の全国大会やブロック大会等の研究成果と課題に基づいた

修正を加えました。また、時代の変化に対忚するように、新たな視点も盛り込みました。研究の方法と

しては、これまで培ってきたことを継承し、今までの成果の上に立った研究の「継続性」、集団で知恵を

出し合う「協働性」、副校長・教頭としていかに関わったかという「関与性」の三本の柱を大切にしてい

きたいと考えます。 

この「研究の手引き」を指針として研究を推進することにより、各研究大会での成果が得られること

を期待します。 
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Ⅰ 全国公立学校教頭会の研究について 
       

１ 研究にかかわる会則等 

全国公立学校教頭会会則（抄） 

第１章 総則 

第 3 条 本会は、各都道府県教頭会相互が緊密な協調を保ち、会員の資質を高めるための研

修を推進し、教育の向上進展に寄与するとともに、会員の地位向上を図ることを目

的とする。 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。 

 （1） 学校管理運営、その他教育上の諸問題についての研究調査に関すること。 

 （2） 研究大会の開催、研究物の刊行に関すること。 

 （3） 教頭職の地位向上と、福利厚生に関すること。 

 （4） 教育関係機関・諸団体との連携に関すること。 

 （5） その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第４章 研究大会 

第 17 条 本会は、年 1 回全国研究大会を開催する。研究大会の運営等については別に定める。 

 

 

 

全国公立学校教頭会運営規則（抄） 

第４章 全国研究大会等 

第 5 条 全国研究大会は、原則として毎年 7 月下旬～8 月上旬に実施し、開催地は、地区（ブ

ロック）毎に順次開催する。 

2 研究の手引き（全国共通研究課題の手引き）をもとに、研究主題・運営の分掌組織・

日程・経費などの運営要項を作成して実施する。 

3 中央研修大会は、原則として毎年 2 月に実施し、東京で開催する。 
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２ 研究の基本目標 

 今日、わが国の社会は、国際化、情報化、環境問題等への関心の高まりとともに、尐子高齢化がま

すます進む中、様々な面で大きく変化しています。このような変化の中、教育についても新しい時代

に即したありようが求められています。変化に対忚する教育のあり方を、日本国憲法、改正教育基本

法の理念に基づき、学校教育の中に実現していくことが、教育の現場にいる私たちに課せられた大き

な使命なのです。 

 このような背景を踏まえ、「ゆとり」の中で「特色ある学校づくり」を展開し、「生きる力」をはぐ

くむことをねらいに、豊かな人間性や社会性を持ち、国際社会の一員としての自覚を持った人間を育

成するために私たちは貢献しなければなりません。 

 また、私たちは、教頭の職務内容の研究を通して力量を高め、国民の期待に忚える魅力ある学校づ

くりに努めることが必要です。 

 以上のことから、次のことを研究の基本目標とします。 

○教育理念に基づく学校教育の実現 

 特色ある学校づくりを展開し、生きる力をはぐくむ学校教育の実現を目指す。 

○教頭としての力量の向上 

 広い視野に立って学校運営が行えるよう、学校教育に対する識見を深める。 

○学校の社会的役割の推進 

 国民の期待に忚える魅力ある豊かな学校づくりを推進する。 

 

３ 研究の基本方針 

（1） 学校教育の課題の解明に努める 

私たちの研究は、国民の期待に忚え、学校教育の目標を達成することを究極の目的とする。そ

のために自ら職能を高め、抱えている課題の解明に努める。 

（2） 教頭の職務内容を追究する 

教頭としてのかかわりを大切にし、「校長を助け校務を整理する」教頭の職務内容を実践的に追

究する。 

（3） 組織的に研究を進める 

各地区（ブロック）教頭会では、全国公立学校教頭会との密接な連携のもとに研究組織体制を

確立し、組織的に研究を推進する。 

（4） 継続的に研究を進める 

研究の成果と課題を確認して継続的に研究を進め、さらに新しい視点に立った創造的な研究の

推進を図る。 

（5） 研究成果を要請活動に生かす 

研究と要請活動は全公教の活動の２本柱である。研究の成果を要請活動に生かし、教育現場の

環境整備に役立てていくよう努める。 
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４ 全国統一研究主題設定の意義 

教頭として何をすべきか、どうかかわるべきかを念頭において、自ら研究主体としての力量を高

め、現場に役立つ実践的な研究を推進していくところに研究の意義があると考えます。 

この主題は全国統一の研究主題であり、全国大会の主題であることはもちろん、各地区（ブロッ

ク）、都道府県、郡市教頭会等においてもこの主題に基づいて、それぞれの実態に則した研究が進め

られることを願い設定するものです。 

全国公立学校教頭会の研究主題は、全国的な広い視野に立ち、すべての会員の願いを統一した総

合的なものです。具体的には全国共通研究課題（６課題７分科会）の中でこれを積極的に受け止め、

深めていくことを期待しています。また、必要であれば各地でふさわしいサブテーマ等を設定し、

研究の焦点化を図っていくことが望まれます。 

 

５ 研究方法 

以下の全国共通研究課題を定め、研究を進めていきます。研究を進めるにあたっては、教頭が日々

実践していることを基にして、「継続性、協働性、関与性」に焦点を当てた実践的研究を行うことが

求められます。 

 

(1) 全国共通研究課題         

第１課題  教育課程に関する課題 

（教育課程、教育目標、教育理念、学校評価について、2 つの分科会を設置） 

第２課題  子どもの発達に関する課題 

（人権や生徒指導、生き方指導について） 

第３課題  教育環境整備に関する課題 

（ＰＴＡ及び地域社会、教育行財政、施設・設備について） 

第４課題  組織・運営に関する課題 

第５課題  教職員の専門性に関する課題 

第６課題  副校長・教頭の職務に関する課題 

（要請活動をより充実させる） 

 

(2) 継続性、協働性、関与性に焦点を当てた実践的研究（３Ｃ） 

○継続性──continuity 教頭会組織に改編があっても、これまでに解明されたことは何か、残

された課題は何かを踏まえた問題解決型の研究を継続的に進める。 

○協働性──collaboration 単位教頭会における組織的な研究として、同じ教頭としての同僚性

を発揮し、開かれた関係において協働的に研究を進める。 

○関与性──commitment 教頭として、何をすべきか、どうあるべきか、どうかかわるべきか

を念頭に置き、単位教頭会の課題を勤務校での自らの職務遂行や校内研修の課題に

かかわらせ、そこで得た成果や課題を単位教頭会に反映させつつ研究を進める。 
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Ⅱ 第八期の研究について 

 第八期全国統一研究主題 

  「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 

１ 第八期全国統一研究主題について（平成２０年度～平成２２年度） 

 昭和 52 年（1974 年）に第一期全国統一研究主題を設定し、全国各地の教頭会が連携して継続し

た研究を始めました。第一期（昭和 52 年～昭和 59 年）は 8 年間でしたが、その後４年間を一区切

りとして研究を進め、平成 16 年（2004 年）度には第六期が終わりました。 

平成 17 年度からの第七期研究では、子どもを取り巻く社会状況の変化や教育諸改革に対忚するた

めに、次の手法を取り入れて研究をしてきました。 

第一に、「代表参加制」であり、参加者は各都道府県教頭会を代表して参加するということです。

これにより参加者の意識を高め、質の高い研究討議により、研究を深めることをねらいとしました。 

第二に、「参加型の分科会」という形式であり、これにより単に発表を聞くという受身の参加で

はなく、参加者自身が主体的な学習者となるように配慮しました。この２点により、以前と比較す

ると参加者の意欲も高められ、ある程度満足できる振り返りが行われるようになりました。この「参

加型」研修は、校内研修や授業の改善まで視野に入れた取組であると考えます。 

第三に、「開かれた大会」の開催ということで、教頭以外の参加者を受け入れるようになりまし

た。これは学校を開くということとの関連性においても大切な視点であり、今後さらに研究を進め

ていく必要があります。 

平成 20 年度からの第八期でも、これらの手法を取り入れて、さらに研究を深めていきたいと考え

ます。 

 

２ 新学習指導要領を受けて 

中教審初等中等教育分科会教育課程部会では、平成 20年１月 17日に「答申」を公表しました。そ

の答申のなかで、「基礎的・基本的な知識・技能を徹底して身に付けさせ、自ら学び自ら考える力

などの確かな学力を育成し、生きる力をはぐくむという現行学習指導要領の基本的な考え方は今後

も維持することが適切である」と述べられています。 

そこで、次の三点が重要になるものと思われます。まず第一点は、各学校においては「生きる力」

をはぐくむためのカリキュラムの構造を明確にすることです。第二点は、子どもたちの状況から「生

きる力」をはぐくむ上で、学習や生活の基盤作りを進めることです。第三点は、実社会で生きる力

がどのように働くかを考え、社会との関係で学校教育を見直す、つまり「人間力」を高めるように

努めることであります。これら三点に共通することは、子どもたちが将来実社会で生きていくため

に必要とされる「生きる力」と現行のカリキュラムを見直し、工夫・改善を行うことです。 

また、「豊かな学校」は「人間性豊かな感性」の開発を行うことができる「心豊かな学校づくり」

を志向することをねらいとしたものです。感性開発へのアプローチには様々な教育活動の手法があ
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りますが、それぞれの学校における実践研究の中で、その有効性、妥当性などを検証していきたい

と考えます。 

そこで、第七期の「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」を、第八期においても継続し

て研究主題として取り上げることが適切であると考えます。この主題を達成するために、管理職の

一人として教頭自らがどのようなリーダーシップを発揮していくのか、どのような自覚を持って職

務を遂行するのか、自らの資質・能力をどのように研鑽し高めていくのかなど、研究し解明してい

く必要があります。 

 

３ 各ブロック大会や県大会での取組状況 

平成 19 年度の各都道府県教頭会の研究部長から各都道府県の研究大会と地区ブロック大会につ

いて、前ページの「１ 第八期全国統一研究主題について」にまとめた三点の研究手法について、

４段階評価をしてもらったのが下の表です。 

 

 代表参加制 参加型の分科会 開かれた大会 

北海道ブロック ３.５ ３.８ ３.１ 

東北ブロック ３.２ ３.３ ２.２ 

関東甲信越ブロック ３.３ ３.２ ２.５ 

東海北陸ブロック ３.４ ３.６ ２.１ 

近畿ブロック ３.０ ２.８ ２.１ 

中国ブロック ３.１ ３.６ ２.８ 

四国ブロック ３.５ ４.０ ３.０ 

九州ブロック ２.４ ３.４ １.４ 

    全国平均 ３.１ ３.４ ２.４ 

 

（１）「代表参加制」について 

代表参加制については、どの都道府県の大会やブロック大会もほぼできていると言えます。県に

よっては全員参加を原則としているところもあります。また、代表で参加した人がレポートを作成

して単位教頭会へ報告しているところもありますが、まだ全会員への報告が実施されていない県も

多く、課題と言えます。旅費の関係で割り当ての参加数が満たないところもありました。 

（２）「参加型の分科会」について 

参加型の分科会については、どのブロックも定着してきているようです。ただし、グループ協議

を行うための広い会場の確保や司会マニュアルの作成が課題となっています。 

（３）「開かれた研究大会」について 

開かれた研究大会については、一般やＰＴＡ、教諭の参加を呼びかけているが、参加数が尐ない

という意見が多く、分科会名簿の作成等で煩雑な作業が増えることが課題としてあげられていまし

た。全体会や講演会等への参加を呼びかけることは、一般化しつつあるようです。 

 

４ よくできた 

３ できた 

２ あまりできなかった 

１ できなかった 
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４ 研究の継続 

全国公立学校教頭会の研究の基本方針は、「学校教育の課題の解明に努める」「教頭の職務内容を追

究する」「組織的に研究を進める」「継続的に研究を進める」「研究成果を要請活動に生かす」ことで

す。言い換えれば学校教育目標の達成を目指し、各地区教頭会との連携のもとに組織的・継続的な研

究を推進することによって自らの職能の成長を図りつつ、教頭の職責を究明することです。昭和 52

年以来この方針は一貫しており、七期にわたって研究を積み上げてきました。 

 

 第一期「豊かな人間性を育てる学校教育の推進と教頭のあり方」 

  （昭和 52 年度～昭和 59 年度） 

 第二期「国民の信託に忚える学校教育の推進と教頭のあり方」 

  （昭和 60 年度～昭和 63 年度） 

 第三期「21 世紀を目指す学校教育の推進と教頭のあり方」 

  （平成元年度～平成 4 年度） 

 第四期「21 世紀を目指す学校教育の創造と教頭のあり方」 

  （平成 5 年度～平成 8 年度） 

 第五期「21 世紀を築く学校教育の創造と教頭のあり方」 

  （平成 9 年度～平成 12 年度） 

 第六期「生きる力をはぐくむ 開かれた学校づくりの推進と教頭のあり方」 

  （平成 13 年度～平成 16 年度） 

 第七期「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 

  （平成 17 年度～平成 19 年度） 

 第八期「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 

  （平成 20 年度～平成 22 年度） 

 

第八期の全国統一研究主題は、第七期と同じです。平成 18 年 2 月 13 日に「中教審初等中等教育分

科会教育課程部会」が示した、「基礎的・基本的な知識・技能を徹底して身に付けさせ、自ら学び自

ら考える力などの「確かな学力」を育成し、「生きる力」をはぐくむという現行学習指導要領の基本

的な考え方は今後も維持することが適切である」と述べられたことを受け、「全国統一研究主題検討

委員会」を組織し第八期も継続して研究を進めることを決定しました。 

今後、３年間にわたる研究は、研究主題「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」を達成す

るために、管理職としての力量が問われることになります。 

リーダーシップの発揮や職務遂行にあたっての自覚、自らの資質・能力の研鑽等を含め、研究を深

めていくことが学校運営を担う副校長・教頭の責務と考えて第八期の主題として提示しました。
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Ⅲ 全国共通研究課題（６課題７分科会）について 

１ 第八期の全国共通研究課題について 

 

第１課題  教育課程に関する課題 

 第１課題は、教育目標と教育課程にかかわる課題です。 

 これは、全国共通研究課題の中心的、かつ総合的課題でもあります。学校教育の成果及び評価は、

教育課程の編成に負うところが大きく、教育課程の編成、実施、評価、改善などが問題となります。

さらに、教育目標の設定・具現化の問題だけでなく、教育理念や今日的課題についても教頭として

のかかわりを明確にしながら取り上げていく必要があります。 

平成 20 年１月 17 日に、学習指導要領等の改善について中央教育審議会答申が出されました。そ

の中で、「生きる力」という理念の共有、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表

現力等の育成等が、基本的な考え方として示されています。また、教育内容に関する改善事項とし

て、言語活動、理数教育、伝統や文化に関する教育の充実等が、示されています。このような新し

い学習指導要領の理念を具現化するのは、教育課程の編成に負うところが大きいと考えます。 

また、平成 20 年 1 月 31 日に、学校評価ガイドラインが改訂されました。自己評価、学校関係者

評価、第三者評価等を実施し、積極的な情報提供、学校・家庭・地域の連携協力を一層推進し、信

頼される開かれた学校づくりをすることが求められています。教職員の共通理解のもと、学校評価

を軸とした学校改善の取組が必要であると考えます。 

その他、体験活動の充実、地域の実態を生かした活動など、各学校の創意工夫を生かした、特色

ある学校づくりを推進していることについても取り上げます。 

第２課題  子どもの発達に関する課題 

これは、児童生徒の豊かな人間性と「こころ」の健全な成長発達や生涯学習につながる課題です。 

ここでは、児童生徒理解や生徒指導、進路指導・キャリア教育(生き方指導)などのあり方が問題

となります。その際、家庭・地域社会、関係緒機関、スクールカウンセラーなどとの連携に着目し

て、特に校内指導体制の確立を軸に研究の推進にあたる必要があります。また、差別をなくし、人

間尊重に立った人権教育、特別支援教育、福祉教育、環境教育、国際理解教育、平和教育などに関

する問題を取り上げます。 

これらに対する取り組み方は、地域や学校のおかれている環境等によって様々異なりますが、共

通項として納得できる実践例を求めて、特に教頭としての関与性の面から明らかにすることが大切

となります。さらに、児童生徒に豊かな心情をはぐくみ、心身ともに健全な成長を支援しようとし

ている教職員に対して、教頭としてどうかかわっていくのかも明らかにしていく必要があります。 

第３課題  教育環境整備に関する課題 

これは、「特色ある学校づくり」などを支える環境整備にかかわる課題です。 

学校と家庭・ＰＴＡ及び地域社会との協力と連携は、「信頼される学校」「開かれた学校」「特色あ

る学校」「豊かな学校」を支える環境づくりのために必要なものです。たとえば、魅力ある授業づく

りや学校行事のために、ＰＴＡ、地域社会の人材との連携などが必要となりますが、その際、教頭

としてのかかわりを明らかにして研究を進めることが求められます。当然、学校と家庭・地域社会
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との連携を強化する視点からは、情報公開への対忚などが重要な課題となります。また、連携の視

点からは、校区の小・中学校が積極的に情報を共有して協力体制をとっていくことも大切です。 

さらに、学校での児童生徒の安全を守り、登下校での事件事故をどのように防いでいくのか、学

校事故への対処や施設などの安全管理に関することも不可欠になってきています。そこで、施設・

設備の効果的な活用、安全の保持、教材教具・教育機器・各種資料の整備充実、文書事務・経理事

務の適正な運営と管理などが課題となります。同様に、学校を支える必要条件として、行政と学校

の関係、学校予算、定数改善、処遇などの問題、ヘき地・離島や学校規模などの課題があります。

これらに対して、教頭としての関与性の観点から迫ることが大切です。  

第４課題  組織・運営に関する課題 

 これは、学校経営の円滑化と効率化を図る課題です。 

 ここでは、学校運営組織・校務分掌の合理化・効率化とその能率的な運営や組織マネジメントに

教頭としてどうかかわるかが問題となります。教職員個々の特性や実践力、相互の人間関係などに

着目し、教育効果を高める視点からの解明が期待されます。組織活性化のために、ミドルリーダー

の育成を図ることも求められています。 

また、問題行動や事故、児童生徒の個人情報の保護など、危機管理についても指導体制の整備を

図る必要があります。さらに、近年の規制緩和による教育特区での先駆的な取組を生かし、自校の

教育効果をどう高めるかという研究などを推進していく必要があります。 

第５課題  教職員の専門性に関する課題 

 これは、教育の専門家であることの意識と資質にかかわり、教頭のリーダーシップに期待される

ところの大きい課題です。 

ここでは、教職員の資質向上を図るための研修、職務意識の高揚、服務規律の厳正、新しい職で

ある主幹教諭・指導教諭の育成などが課題となります。中でも、教職員の資質向上や服務意識の高

揚は急務の課題です。そのために、教頭としてこれまでの校内研修のあり方を再考するとともに、

多様な研修方法の導入などを検討し、研修を充実させる必要があります。 

また、教頭は教職員の意識・職能を高めるために、自己の研鑽をどう進めていくのかも課題とな

ります。さらに、内と外の双方向に開かれた学校づくりをめざし、教職員の持ち味を生かした指導

を行う必要があります。 

第６課題  副校長・教頭の職務に関する課題 

これは、副校長・教頭の職務に迫る課題です。 

ここでは、教頭像、職務内容などが問題となりますが、校長を助ける管理職としての立場から、

校長とのかかわり、各主任をはじめ職員との関係、さらに人材育成も踏まえて実践事例をもとに教

頭の果たすべき役割を明確にしていきます。全国公立学校教頭会（全公教）が職能団体として取り

組む「教頭職の地位の向上」のために教頭の職務の明確化を図っていくことが重要です。そのため

にも現状を精査し、高い意識を持って取り組んでいかなければならない課題です。 

また、全公教の活動の二本柱である要請活動にかかわる問題でもありますので、この研究の実践

が今後の要請活動にも生かせるよう研究を推進していく必要があります。 

なお、新しい職としての副校長についても研究を進めます。 
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２ 全国共通研究課題の構造 
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３ 研究領域（内容例・視点例） ※内容例については、あくまでも例である。 

Ｎo. 課    題 内   容   例  

１ 
教育課程に 

関する課題 

・ 教育目標の設定に関すること 

・ 教育課程の編成・実施・評価に関すること 

・ 教育目標の具現化に関すること 

・ 教育理念に関すること 

・ 学校経営・学校運営に関すること 

・ 学校評価に関すること 

・ 信頼される学校・特色ある学校づくりに関すること 

・ 生きる力をはぐくむ教育に関すること 

・ 教育内容に関すること 

・ 確かな学力の向上に関すること 

・ 幼保小中高の連携に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 
子どもの発達に 

関する課題 

・ 児童生徒の理解に関すること 

・ 生徒指導や進路指導及び指導体制に関すること 

・ 不登校児童生徒への支援に関すること 

・ 問題行動、いじめの問題等の克服に関すること 

・ 「心の教育」に関すること 

・ スクールカウンセラーなどの活用に関すること 

・ 事件・事故後に重篤な心の傷を負った児童生徒の心のケ

アに関すること 

・ 道徳教育に関すること 

・ 人格形成に関すること 

・ 人権教育に関すること 

・ 特別支援教育に関すること 

・ 生命尊重の教育に関すること 

・ 薬物乱用防止教育に関すること 

・ 男女平等・共同参画に関すること 

・ 性教育に関すること 

・ 平和教育に関すること 

・ 福祉教育・社会貢献活動に関すること 

・ 食育に関すること 

・ キャリア教育に関すること 
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 視   点   例 分科会名 学校種別 

 ・教育目標の設定（改善）にあたり、学習指導要領の理念をどう生かせばよい

か。また、地域や社会の要請にどのように配慮すればよいか。 

・教育目標を具現化するための全体構想と各教育計画との関連をどのようにす

ればよいか。 

・学校の経営にあたって、教育理念をどう生かしていけばよいか。 

・特色ある学校づくりを進めるための教育課程をどう編成するか。 

・確かな学力を確立するために、必要な時間数の確保とその運用をどうすれ

ばよいか。 

・尐人数授業やティーム・ティーチングをどのように工夫するか。 

・基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、思考力・判断力・表現力等を

育成するために、どう取り組めばよいか。 

・言語活動や理数教育の充実にどう取り組むか。また、伝統や文化に関する

教育の充実にどのように取り組むか。 

・自己評価、学校関係者評価、第３者評価にどのように取り組むか。 

・学校評議員会の運営をどのようにすればよいか。 

・学校として、積極的な情報提供や説明責任をどう果たせばよいか。 

・地域の教育力の活用を図る教育課程の工夫はどうあればよいか。 

・小１プロブレム、中１ギャップ等の課題にどう取り組むか。 

 

第１Ａ 合 同 

 

第１Ｂ 合 同 

 ・子どもの発達を支援するための教育はどうあればよいか。 

・児童生徒理解を深めるための資料の収集・分析はどうあればよいか。 

・社会性を養い、豊かな人間性を育てる教育はどうあればよいか。 

・家庭、地域社会・関係諸機関との連携をどう進めればよいか。 

・児童生徒の自己実現を目指す進路指導体制はどうあればよいか。 

・生徒指導組織の機能を生かした学校教育活動をどう推進していけばよいか。 

・不登校児童生徒の対策と教育相談をどう関連・充実させればよいか。 

・児童生徒の問題行動への組織的な対忚はどうあればよいか。 

・「心の教育」をどのように進めればよいか。 

・スクールカウンセラーの活用をどのように進めればよいか。 

・規範意識・道徳的実践力の育成や、そのための指導計画はどうあればよいか。 

・人権尊重の教育をどう充実させればよいか。 

・特別支援教育をどのように充実させればよいか。 

・交流教育を通して、人間尊重や共育・共生の精神を養うにはどうすればよいか。 

・男女平等、男女共同参画の意識を高める教育をどう進めればよいか。 

・性教育をどのように行っていけばよいか。 

・国際理解教育、環境教育、平和教育等の教育をどう進めればよいか。 

・福祉活動・ボランティア活動をどう進めればよいか。 

・食育をどのように進めていけばよいか。 

・キャリア教育をどのように進めていけばよいか。 

 

 

第２ 合 同 
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Ｎo. 課    題 内   容   例  

３ 
教育環境整備に 

関する課題 

・ 学校事故・子どもの安全に関すること 

・ 地域社会との連携に関すること 

・ 地域社会の教育力の向上に関すること 

・ 地域の人材活用に関すること 

・ 学校と家庭の連携に関すること 

・ ＰＴＡ活動のあり方と連携に関すること 

・ 施設・設備の活用・保全・開放に関すること 

・ 文書事務の管理に関すること 

・ 経理事務の管理に関すること 

・ 防災・非常災害に関すること 

・ 避難場所としての施設・設備に関すること 

・ 教職員の定数改善に関すること 

・ ヘき地・離島・小規模校に関すること 

・ 過疎による教育の問題に関すること 

・ 特色ある学校づくりに関すること 

・ 通学区域の弾力化に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
組織・運営に 

関する課題 

・ 校務分掌組織に関すること 

・ 組織・運営に関すること 

・ 危機管理に関すること 

・ 情報管理に関すること 

・ 個人情報保護に関すること 

・ 教育特区に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
教職員の専門性に 

関する課題 

・ 教育の専門家としての意識高揚に関すること 

・ 教職員の研修に関すること 

・ 教職員の服務・モラルに関すること 

・ 教職員の育成に関すること 

 

 

 

 

 

６ 
副校長・教頭の職務に 

関する課題 

・ 全国公立学校教頭会（全公教）の調査・要請活動に関する

こと 

・ 副校長職・教頭職の地位向上に関すること 

・ 副校長・教頭の職務機能に関すること 

・ 副校長・教頭の職務内容に関すること 

・ 人事評価に関すること 

・ 教頭像に関すること 
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 視   点   例 分科会名 学校種別 

 ・登下校の安全を守るためには、どうすればよいか。「子ども１１０番の家」な

どをどう活用するか。 

・教育環境の安全確保をどのように図ればよいか。 

・生涯学習の一環として、地域社会、高齢者とのかかわりをどう進めればよいか。 

・地域社会の教育力を高める方策はどうあればよいか。 

・地域の人材を学校教育に生かすために、どう組織し、どう活用すればよいか。 

・学校教育と家庭教育の役割分担はどうあればよいか。また、ＰＴＡ活動と学校

の教育活動との関係はどうあればよいか。 

・ＰＴＡ活動と教育活動の関係はどうあればよいか。 

・施設・設備の開放に伴う問題をどのようにすればよいか。 

・施設・設備の整備・改善・維持に伴う問題にどう対忚すればよいか。 

・施設・設備の効果的な活用を図るにはどのようにすればよいか。 

・これからの教育に適した施設設備・教材教具はどうあればよいか。 

・学校予算の適正な編成・執行はどうあればよいか。 

・諸経費未納問題に対する対策について・合理的・効率的な文書事務はどうあれ

ばよいか。 

・学校における防災の施設・設備をどう整えればよいか。 

・へき地や離島の教育問題をどのようにとらえ、どう対処すればよいか。 

・小規模校の教育内容や教育方法をどう改善すればよいか。 

・過疎地域における教育問題にどのように対処すればよいか。 

・学校の統廃合における教育問題にどう対処すればよいか。 

・尐子化時代を迎えた学校教育は、どのような点に留意すればよいか。 

 

第３ 合 同 

 ・調和のとれた学校運営を行うために校務分掌の仕組みをどう整えればよいか。 

・校務分掌の職務内容の明確化やミドルリーダーの育成をどう図ればよいか。 

・教師の特性や力量を生かし、伸ばす組織の運営はどうあればよいか。 

・学校運営の活性化を図るため、組織の運営をどう図ればよいか。 

・PDCA サイクルや組織マネジメントの手法を生かした組織の運営はどうあれば

よいか。 

・校内コミュニケーションを確かにするためにはどのようにすればよいか。 

・学校の危機管理体制をどのように確立していけばよいか。 

・情報公開、個人情報の保護・管理について、どう進めればよいか。 

・教育特区での取組をどのように生かしていくか。 

・教職員の年代構成の変化にどう対忚すればよいか。 

 

第４ 合 同 

 ・教職員の学校運営に参画する意識をどう育成すればよいか。 

・教職員の研修意欲を高め、校内研修を充実させるにはどうすればよいか。 

・年次研修の効果を高め、学校の教育力の向上に役立てるにはどうすればよいか。 

・教職員の服務規律の徹底、モラルの向上を図るためにはどうすればよいか。 

・主幹教諭・指導教諭の専門性をどう育成すればよいか。 

・教職員の個性・能力を伸ばし、創造性を発揮させるにはどうすればよいか。 

・教職員の年代に忚じた専門性をどう高めればよいか。 

 

第５ 合 同 

 ・全国公立学校教頭会（全公教）の調査結果をどのようにとらえればよいか。 

・全国公立学校教頭会（全公教）の要請活動をどのように生かせばよいか。 

・副校長・教頭の地位向上をどのように発展させればよいか。 

・副校長・教頭のリーダーシップを効果的に発揮するにはどうすればよいか。 

・副校長・教頭の職務のスリム化を図るにはどうすればよいか。 

・副校長・教頭の専決権をどうとらえればよいか。 

・学校改善に役立つような人事評価をどのように実施していけばよいか。 

・これからの教育における教頭のあるべき姿をどうとらえればよいか。 

 

第６ 合 同 
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４ 全国共通研究課題提言分担表〔第八期〕 

 全国共通研究課題提言分担について 

 開催年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

   第八期 一年次 二年次 三年次 

 
共通研究課

題（分科会） 
担当地区（開催地） 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 旭 川 ） 

１ 

教育課程に

関する 

課題 

合 同 

(１Ａ) 

全 国 東  北 （ 岩 手 ） 九  州 （ 大 分 ） 中  国 （ 岡 山 ） 

ブロック 四  国 （ 徳 島 ） 関  東 （ 神 奈 川 ） 北 海 道 （ 胆 振 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 根 室 ） 

合 同 

(１Ｂ) 

全 国 関  東 （ 群 馬 ） 北海道(檜山・渡島)       四  国 （ 高 知 ） 

ブロック 四  国 （ 香 川 ） 関  東 （ 山 梨 ） 北 海 道 （ 釧 路 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 網 走 ） 

２ 

子どもの発

達に関する

課題 

合 同 

(第２) 

全 国 東 海 北 陸 （ 富 山 ） 東  北 （ 宮 城 ） 九 州（福岡小） 

ブロック 四  国 （ 香 川 ） 関  東 （ 埻 玉 ） 北 海 道 （ 小 樽 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 帯 広 ） 

３ 

教育環境整

備に関する

課題 

合 同 

(第３) 

全 国 近  畿 （ 奈 良 ） 東海北陸（ 三重 ） 東  北 （ 秋 田 ） 

ブロック 四  国 （ 徳 島 ） 関  東 （ 群 馬 ） 北 海 道 （ 日 高 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 十 勝 ） 

４ 

組織・運営

に関する 

課題 

合 同 

(第４) 

全 国 中  国 （ 山 口 ） 近  畿 （ 兵 庫 ） 関  東 （ 新 潟 ） 

ブロック 四  国 （ 徳 島 ） 関 東（東京中） 北 海 道 （ 札 幌 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 空 知 ） 

５ 

教職員の専

門性に関す

る課題 

合 同 

(第５) 

全 国 九  州 （ 宮 崎 ） 中  国 （ 広 島 ） 東海北陸（石川） 

ブロック 四  国 （ 高 知 ） 関  東 （ 茨 城 ） 北 海 道 （ 函 館 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 石 狩 ） 

６ 

副校長・ 

教頭の職務

に関する 

課題 

合 同 

(第６) 

全 国 北 海 道 （ 上 川 ） 四  国 （ 愛 媛 ） 近  畿 （ 滋 賀 ） 

ブロック 四  国 （ 高 知 ） 関  東 （ 栃 木 ） 北 海 道 （ 釧 路 ） 

開催県 四  国 （ 愛 媛 ） 関  東 （ 千 葉 ） 北 海 道 （ 後 志 ） 

   

※提言の校種はブロックと開催県で小・中が重ならないように分担する。 
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Ⅳ 全国公立学校教頭会研究大会について 

１ 全国公立学校教頭会研究大会 

会則及び全国研究大会開催要綱にあるように、全国公立学校教頭会は、全国統一研究主題を

設定して、全国公立学校教頭会研究大会を開催都道府県と密接な連携を図りながら、原則とし

て毎年１回７月下旬～８月上旬に開催する。 

 

全国公立学校教頭会研究大会開催要綱 

１ 研究大会は主催の全国公立学校教頭会、運営は開催都道府県（以下県と読み替える）とする。 

 

２ 開催ブロックはローテーション(四国・関東甲信越・北海道・近畿・中国・九州・東北・東海 

北陸)の順とする。但し、開催県はブロック内で決定する。 

 

３ 全国統一研究主題に基づいて大会を開催する。サブテーマ及び文言等は開催ブロック及び開

催県で決定するが、事前に全国公立学校教頭会研究部と協議をする。 

 

４ 研究課題・分科会については、６課題７分科会を原則とする。但し、全国公立学校教頭会が

主管する特別分科会もあり得る。 

 

５ 開催期日及び開催都市については、全国公立学校教頭会と協議のうえ理事会で決定する。開

催期日については、７月下旬から８月上旬の間とし、８月６日と９日の原爆記念日は避ける。 

 

６ 開催日数については、３日間とする。１日目は開会行事・シンポジウム、２日目は分科会、

３日目は記念講演・閉会行事を原則とする。 

 

７ 全国公立学校教頭会から開催県への研究助成金は、前々年度に 200 万円、前年度に 300 万円

とする。開催年度は、3,000 万円を原則とする。但し、開催に伴う全国公立学校教頭会役員等の

派遣等に関する費用は本部負担とする。 

 

８ 特別分科会にかかわる費用については、本部負担とする。また、運営については全国公立学

校教頭会研究部が開催県の協力を得て進める。 

 

９ 全国大会の引き継ぎ会は、当年度・次年度・次々年度で開催県の役員及び全国公立学校教頭

会役員で構成し、次年度の開催都市で 10 月に行う。 

 

10 全国公立学校教頭会の研究部会に、当年度と次年度の開催県の研究部長が参加し連携を図る。 

 

11 開催に伴う業者の選定については、複数の業者から見積もりをとり開催県が決定する。 

 

12 大会要項、資料等はＡ４版とする。 
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全国公立学校教頭会研究大会運営要領 

 

１ 研究主題  全国統一研究主題 

２ 研究課題  全国共通研究課題（６課題７分科会） 

３ 提言分担  全国、ブロック、開催都道府県の三本立てとする。 

４ 経  費  開催地の実行委員会の予算案をもとに、全公教役員会と協議し理事 

会・総会で決定する。（参加費もふくむ）         

５ 参加人員  参加要請数に基づく。 

６ 大会要項  参加者のみに配布する。 

７ 大会集録  全会員に配布する。 

８ 開催地実行委員会の役割 

  （1）運営組織および大会運営     （2）日程 

（3）予算原案            （4）業者指定（全公教役員会と相談） 

（5）諸会場             （6）シンポジウム講師 

（7）提案者、助言者、司会、記録 

（8）大会案内、大会要項、大会集録の作成、発送 

（9）記念講演 

９ 後援団体、来賓の決定については、全公教役員会が主体となる。 

 

 

 

 

（1） 第八期全国統一研究主題の研究期間 

平成２０年度から平成２２年度までの３年間を一区切りとして研究を進める。 

平成２０年度  第５０回全国公立学校教頭会研究大会 愛媛大会 

平成２１年度  第５１回全国公立学校教頭会研究大会 千葉大会 

平成２２年度  第５２回全国公立学校教頭会研究大会 旭川大会 

（2） サブテーマの設定について 

全国公立学校教頭会研究大会の開催都道府県は、全国統一研究主題を深め特色ある大会に

する等の観点から、全国公立学校教頭会と密接な連携を図りつつサブテーマを設定すること

ができる。全体会はもちろん各課題別分科会においても、できるだけサブテーマをふまえて

研究を深めるようにする。 

（3） シンポジウムの開催について 

シンポジウムは、サブテーマを中心に討議を深めていくことが望ましい。シンポジストに

ついては、地元開催都道府県が中心になり、全国公立学校教頭会と連携を保ちながら 3 名を

選定する（そのうち 1 名は可能な限り文部科学省関係者等とする）。第五期・第六期・第七期・

第八期愛媛大会までのサブテーマは次の通りである。 
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＜第五期＞ 

平成９年度 第 39 回福岡大会「広い視野とひろい心をもち、 

                     たくましく生きる子どもの育成」 

平成 10 年度 第 40 回福島大会「共に生きるたくましい子どもの育成」 

平成 11 年度 第 41 回愛知大会「共に手をとり、明日を拓く子どもの育成」 

平成 12 年度 第 42 回香川大会「生きる力をはぐくむ教育を推進する学校づくり」 

 

＜第六期＞ 

平成 13 年度 第 43 回群馬大会「たくましく明日を創造する子どもの育成をめざして」 

平成 14 年度 第 44 回札幌大会「子ども一人一人が生きる 

                      多様で豊かな教育活動を求めて」 

平成 15 年度 第 45 回大阪大会「基礎・基本の力を着実につけ、生き生きと学び、 

                      生活できる子どもの育成をめざして」 

平成 16 年度 第 46 回鳥取大会「『やさしさ』と『たくましさ』をもつ子どもの 

       育成をめざして」 

＜第七期＞ 

平成 17 年度 第 47 回宮崎大会「夢や希望を抱き、自分に自信と誇りをもつ子どもの育成」 

平成 18 年度 第 48 回山形大会「自らかかわりを求め、 

生きる喜びを感じとれる子どもの育成」 

平成 19 年度 第 49 回福井大会「郷土に誇りをもち未来をたくましく生きる子どもの育成」 

 

＜第八期＞ 

平成 20 年度 第 50 回愛媛大会「命かがやかせ 夢ひらく たくましい子どもの育成」 

 

（４）全国共通研究課題及び開催分科会数について 

番 号 分 科 会 課 題 名 

第１課題 
Ａ 小中合同 

教育課程に関する課題 
Ｂ 小中合同 

第２課題 小中合同 子どもの発達に関する課題 

第３課題 小中合同 教育環境整備に関する課題 

第４課題   小中合同 組織・運営に関する課題 

第５課題 小中合同 教職員の専門性に関する課題 

第６課題 小中合同 副校長・教頭の職務に関する課題 

※必要に忚じて第７課題として特別分科会を設置することができる。 

各分科会においては、全国共通研究課題の内容例・視点例を参考に研究を深める。

なお、それらは社会の変化や当面する課題等をふまえ適宜改善していく。 
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（５） 分科会の提言について 

① 提言者は全国１名、地区（ブロック）１名、開催都道府県１名の３名とする。 

② 研究の成果をふまえた継続的研究を発表する。 

③ 各教頭会の組織的・協働的研究とする。 

④ 提言に当たっては、教頭としてのかかわりを明確にする。 

⑤ 大会要項に載せる提言の柱立ては次の例を基本とする。 

 

－研究主題－ 

1 主題設定の理由     ４ 研究の概要 

2 研究のねらい      ５ 研究の成果 

3 研究の経過       ６ 今後の課題 

 ⑥ 発表資料は、Ａ４版のサイズとする。 

 

（６）分科会のグループ協議について 

① 参加型分科会の趣旨が生かせるように推進する。(グループの構成人数、グループ協

議の進め方、全体協議とグループ協議の効果的なかかわり方と時間設定、会場設営の工

夫等) 

② 詳細については、開催地実行委員会と全国公立学校教頭会研究部が協議して進める。 

 

（７） 分科会の指導助言者等について 

① 指導助言者は、各分科会２名（行政・校長等より各１）とし開催都道府県で依頼する。 

② 全公教の運営委員は、分科会の趣旨説明やまとめ等をする。 

 

（８） 参加要請数について 

① 全国大会には、原則として各県尐なくても各分科会に２名以上の参加とする。小・中

に分かれている教頭会などについては、別に考慮する。 

② 参加基本人数を６％とする。各県ごとの取組もあるが、代表参加制の原則に基づいて、

どの大会においても参加要請数は同じ数（６％）にしていく。毎年参加要請数が変化す

ると事務手続きなどが煩雑になると考えられるため。 

③ 全国大会の開催ブロックの参加については、別に参加数を設定する。ブロック大会を

兼ねるという側面もあるので、要請数を多く（10～20％）する。  

④ 提言分担のある分科会については、その担当県の参加数を増やす。 

⑤ 次期開催県、２年後開催県については、参加数を増やす。 

⑥ 開催ブロックと開催県との協力関係を、さらに深めて開催するようにする。 

⑦ 大会運営上ある程度の参加人数が必要であり、要請数が満たせない県については、当

該ブロック・全国大会実行委員会・全公教役員会で対忚を検討する。 

⑧ 開かれた大会を目指し、教頭以外の参加者を受け入れる。 
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（９） 運営全般について 

① 運営全般について、緊密な連絡を図るため開催地と全公教役員会の連絡窓口を一本化

する。準備・開催期間・事務処理等全般を通じて開催地実行委員会の連絡責任者を固定

し、全公教事務局長と連絡を取り合う。 

② 大会の事務処理については、先例にこだわることなく合理化することが望ましい。 

③ 開・閉会行事について、周到な計画を立てる。 （時間を短縮する） 

ア 文部科学省の出席・祝辞を要請する。 （交渉担当 全公教役員会） 

イ 開催地関係の祝辞は可能な限り本人が出席して祝辞を得られるよう努める。 

                     （交渉担当 開催地実行委員会） 

ウ 式場に登壇する来賓・役員を明確にし、役員・氏名を記したリボンを用意する。 

                     （一色に統一し常時つけられるもの） 

エ 開・閉会の宣言はできるだけ簡単にする。 

④ 大会参加者は、原則として 3,000 名規模を目安とする。 

⑤ 大会をＰＲする方策をあらかじめ立てておく。（行政、会員、報道関係に対して） 

⑥ 後援名義使用許可願の様式は全公教役員会で用意する。 
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２ 福井大会における全国共通研究課題の成果と愛媛大会への課題 

ѝ ̝Ǜǯǵ ǯ  

 ǲ ǠȒ A ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 地域の実態を生かした教育活動を実践することは、各学校の共通課題である。地域や学校の

実態によって違いはあるが、地域の教育力をどう教育課程に位置づけるのか、経営責任をどの

ように明らかにするのか、特に、教頭の役割について確認することができた。 

○ 学校力の向上を目指すために、学校評価や人事評価を活用して、教育活動の充実や教職員の

資質向上を図ることの重要性が確認された。また、その際に教頭としてどのような視点に立っ

てリーダーシップを発揮するかという点について、各学校での実践をもとに深めることができ

た。  

○ PDCA サイクルの中で教職員の協働の関係をはぐくむとともに、教職員の一人一人が学校運営

に参画しているという意識を持つことができるように、積極的に働きかけることが重要である

ことを確認した。 

Ƹ ƹ 

○ 開かれた学校づくりを目指すためには、教頭として学校・保護者・地域の教育課題をしっか

り把握し、三者がいかに連携して共通実践していくかが課題である。 

○ 教職員のベクトルをそろえるためには、校内の各組織に適材適所の人材を配置することが重

要であり、教頭が助言、支援をしなければならない。また、新たな情報やアイディアを提供し

たり、次の目標をつくったりして、教育課程を推進するうえでマンネリ化を防ぐことが求めら

れる。 

 

 ǲ ǠȒ B ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 校長の学校ビジョンを明らかにして、学校経営の外部評価、自己評価を作成・実施すること

で、教職員にも学校経営に参画する機会が増え、資質向上につながっている。また、家庭や地

域に学校の特色が理解され、関心を得るよい機会となっており、教頭として外部評価の結果を

どう公表するかについて意見交換がなされた。 

○ 地域との交流を通して、地域を知り、ふれ合いを楽しんだり、地域の将来を思い描いたりす

る子どもが育っている。その中で、地域への愛着がはぐくまれ、「生きる力」という意味での「確

かな学力」がはぐくまれている。教頭が地域との連携を深める面で果たす役割は大きく、地域

学習のカリキュラムを作成するなど教頭のリーダーシップが確認された。 

Ƹ ƹ 

○ 外部評価と自己評価の結果について、差異の原因を分析し、教頭として児童生徒、保護者、

地域の声を集め、ＰＤＣＡのサイクルを生かして、学校経営の充実を図ることが求められる。 

○ 学校評価について理解を得るには、普段から開かれた学校づくりを推進し、作成の段階から

地域の方に参画を得ることが大切である。そのために、教育目標の具現化を目指して教育活動
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を行っている教師自身が主体的に参画することが先決であり、常に教職員の意識改革を図るう

えでの教頭の役割が求められている。 

 

 ἧǰȉǵ ǲ ǠȒ ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 具体的な実践例の交流によって、教頭としての関与性を明らかにすることができたことは、

意義深いことであった。 

○ 小１プロブレムや中１ギャップの解消のためには、幼保・小・中のお互いの立場を理解した

上で取組を進める必要がある。そのスムーズな連携の橋渡し役として、継続した子ども同士の

交流の調整をしたり、担任の力量を高めたりしていくことが教頭の役目であることを確認した。 

○ 生徒指導の組織づくりは、学校や子どもの実態に即して行うことが重要である。また子ども

を取り巻く大人の意識を変えていくことも大事である。そのために、学校のミドルリーダーを

育て、教職員全員が保護者や地域へ働きかけていくようにすることが、教頭の大切な役割であ

ることを確認した。 

Ƹ ƹ 

○ 教師にゆとりがないと、よい教育活動はできない。教頭は教職員のゆとりを生み出す工夫を

する必要がある。新しいことに取り組むには、「スクラップ・アンド・ビルド」の考え方が必要

である。 

○ 教頭は、情報の共有化を進め、組織全体で取り組めるよう機能的な生徒指導体制の確立を目

指していくことが大事である。また、問題発生時の対忚として、情報共有の迅速化、教職員一

人一人の具体的な役割分担（「いつ、どのような場面で、誰が、何をするのか」）を記したマニ

ュアルの作成も必要である。 

 

 ̏ ρǲ ǠȒ ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 家庭や地域社会との連携、開かれた学校づくりなど特色ある学校づくりのために、教育活動

をどのように推進し情報の公開や活動の評価・改善等に、教頭としてどのようにかかわってい

くべきかについて、地区や校種を越えて話し合うことができた。 

○ ＰＴＡや地域における各団体との連携を図り、地域全体で子どもを育てていく体制を整える

中で、いろいろな評価を行い、日々の教育活動に活かしていくことが大切である。そこで教頭

の果たす大きな役割について確認することができた。 

○ 評価導入の原点に立ち返り、学校の考えの明確化、主体化を図ることが大切であることが確

認できた。 

○ 小中連携を進める上では、教頭同士の情報交換を密にし組織化する必要がある。また学力向

上や生徒指導の推進など、焦点化して取り組むことの重要性を再確認した。 

Ƹ ƹ 

○ 子どもを大切にするという視点を忘れずに、学校評価や情報発信を推し進めなければならな

い。教頭として「評価」に対する意識改革を教職員に進める必要がある。また教職員の評価能

力をいかにして高めるかが課題である。 

○ 小中の連携によって生徒指導や学力向上での利点は認識できるが、人的余裕のない状況のも
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とでは教職員の多忙化を増長させる恐れもある。教職員の多忙化に配慮しながら、常に教職員

をリードしていく必要がある。 

 

 ɵ ᵣǲ ǠȒ ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 市全体での研究実践の取組が提案され分析が行き届いていた。また、危機管理の補助資料は

学校に持ち帰りすぐ使えるので大変有効である。教頭の組織を生かした共通実践からは、今日

的課題に沿った問題意識が伝わってきた。        

○ プランニングシートやＳＷＯＴ分析など新しい取組を導入して熱心に学校経営をしており、

その活性化をどのようにしていくかという試みについて確認できた。       

○ 教職員とそれ以外の人の学校評価のずれを小さくする方法として、アンケートの項目を吟味

すること、生の教育活動を見せるなど情報公開を行うこと、この二点が大切であることを再認

識できた。        

○ 学校を活性化するためには、教員がやる気を出すようにすることが大切である。そのために

は、まず管理職が動くことである。その姿勢を教職員に示すことが必要であることを確認でき

た。                          

Ƹ ƹ 

○ 常にいわれることだが、危機管理で最も大切なことは、当事者意識を持たせることである。

その場の当事者として何をなすべきか。その強い意識を持たない限り危機管理は難しく、教職

員の一層の意識改革が求められる。                   

○ トップダウンだけではだめでボトムアップだけでも物事は進まない。学年主任・教務主任な

どミドルリーダーの能力をいかに発揮させるか、教頭としての働きが重要である。 

 

 ᴣǵᾐ ǲר ǠȒ ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 教職員の資質向上を図るためには、教職員の意識改革を図り、研修意欲を高めるよう、研修

の充実を図ることが教頭として重要な役割であることを確認できた。 

○ 教職員の資質能力の向上に向けた指導を適切に進めるためには、個々の優れた資質能力や課

題を常に把握したうえで、目標の設定を促し、意欲を喚起し、励ましながら継続的な指導を進

める必要性を再確認できた。 

○ 学校の活性化を図るための学校評価、教員評価への教頭の役割を把握できた。また、各県の

教員評価の取組状況がわかり、お互いに教育界の動向を確認した。 

Ƹ ƹ 

○ 学校の望ましい研修体系、組織づくり、職場の環境づくりを進めるには、教頭が指導力を高

めるための研修や情報交換等を行い、自身の資質向上を図ることが求められる。 

○ 実効性のある学校評価をするには評価項目の十分な検討が必要であり、教員評価についても

評価内容や面談回数・方法の改善と充実をいかに図るかが課題となっている。 
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 ǵ ҵǲ ǠȒ ѝ ̝  

Ƹ ƹ 

○ 教頭が校長を補佐し、校務を整理する上で、「連絡・調整」力に加えて、「企画・調整」力が

大切な要素であることを、地域や家庭と連携した学校づくりの実践事例から明確にすることが

できた。 

○ 教頭は、内部評価と外部評価の関連を通して、教職員が意欲を喚起し、学校改善・授業改善

につながるようにコーディネートしていくことが大切であることを確認することができた。 

○ 教頭の職務が多種多様化している今日、学校事務の管理に関して、効率化を図ることが喫緊

の要事となっている中、事務職員との連携のあり方について理解を深めることができた。 

○ 教職員の多忙化を緩和するために、学校の教育活動全体のスリム化と重点化が求められてい

る折、教頭は校長の方針を受けて、学校教育目標の具現化のため、組織の運営力を高め、家庭・

地域との連携・協力を深めていくことが重要であることを確認することができた。 

Ƹ ƹ 

○ 学校の教育活動のスリム化と重点化を図るために、教頭として、どのように家庭や地域との

連携を深め、校内組織の機能を高めていくかが課題である。 

○ 学校の組織力を向上するために、主任や事務職員の果たす役割は大きく、経営ビジョンを具

現化するうえでも事務職員の参画意識をいかに高めるかが問われてくる。 

 

ѩѝ ̝īƼ˹ƲǱǣ Ǳǵǒƽ 

Ƹ ǯ ƹ 

特別分科会Ⅰでは、「今、なぜ食育なのか」を研究課題とし、コーディネーターから、「子ど

もの健康問題」「朝食抜き」「生活習慣の見直し」などの問題提起を受けた。その後４名のシン

ポジストから「栄養教諭の役割と取組」「学校全体の組織的な取組」「地域・家庭の中での食育

の必要性」「行政としての取組（小浜市）」などの提言をいただいた。 

  これを受けて「学校におけるこれからの食育のあり方」「食育を推進するための教頭としての

役割」などについてグループ協議をした。 

  各地区の様子など具体的に話し合えて有意義であったとの意見が多かった。 

 食育が大変幅広いものであることや、現代の子どもたちにとって非常に大切であること、食

育を今の学校教育活動に組み入れていくことが必要なことを再認識した。また、そのためには、

各教科と関連させて学校全体で取り組むことや、地域との連携が重要なことなど、取組の方向

性を見いだすことができた。その他、食育は人とのかかわりや体験をベースに進めることが重

要で、感動を与える取組をしていきたいとの意見もあった。 

  しかし、いくつかの課題も見えてきた。 

・植物を育て、収穫し、食べるというのは食育の大切なことだと思うが、時間がかかり、大

きな労力を伴う。学校の教育課程での位置づけ方を工夫する必要がある。 

・学校がすべての取組の中心として動くのは難しい。企業、行政、学校、ＰＴＡ、地域の方々

がそれぞれの役割分担をはっきりさせ、取り組まないといけない。 

・栄養教諭も兼務校があり、負担がかかる面がある。 

・食物アレルギーの子どもに対しての配慮がますます必要になってくる。 

 などである。今後、各学校の実情に合わせて、無理のない実践を工夫していきたい。 
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ѩѝ ̝ĬƼǚȓǒȐǵ ѩ ș ǏȒƽ 

Ƹ ǯ ƹ 

  特別分科会Ⅱでは、「特別支援教育」を課題とし、シンポジウムⅠでは「これからの特別支援

教育を考える」をテーマに、まずコーディネーターから「特別支援教育をめぐる問題点」とし

て、教職員の共通理解だけでなくスキルアップの必要性、支援体制の整備の問題、卒業後の就

労も考えた特別支援教育の在り方など、特別支援教育についてのいくつかの問題提起をしてい

ただいた。その後、４人のシンポジストから、「福井県の特別支援教育の現状」「学校における

特別支援教育の現状と課題」「医療の現状・役割・限界そして医療と教育の連携について」「発

達障害について」の提案をいただいた。 

  これを受けてのグループ協議では、時間が足りないと感じるほど活発な協議がなされ、各校

の具体的な取組についての情報交換ができ有意義であった、自校の特別支援教育の在り方の確

認にもなったなどの感想が多く出されていた。 

  協議を通して、教職員のスキルアップのための校内研修、生涯を通じての特別支援教育とい

う視点を持つこと、学校全体の研修体制整備と意識改革の必要性が実感できたなど、多くのこ

とを学びあるいは再確認できたようである。 

また、いくつかの課題もみえてきた。学校と保護者との連携だけでなく、医療機関や専門機

関等との連携を図ることが大切であるが、発達障害を適正に診断できる医師や専門家が尐ない

という現状があること、発達障害児のまわりの子どもたちをどう育てていくかという点、人的

配置を含め校内でのより効果的な支援体制をどのように構築していくかなどである。 

今後、これらの課題についても取組ながら学校の特別支援教育力を尐しでも高めるよう実践

を続けていきたい。 
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３ 平成２０年度 第 50回全国公立学校教頭会研究大会愛媛大会 

 

期   日  平成２０年７月３１日（木）・８月１日（金） 

会   場  愛媛県県民文化会館（全体会会場） 

研 究 主 題  「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 

サブテーマ  「命かがやかせ 夢ひらく たくましい子どもの育成」 

記 念 講 演  講師  漫画家  松 本 零 士 氏 

 

○ サブテーマ設定の理由  

 第 50 回全国公立学校教頭会研究大会愛媛大会は、第八期全国統一主題である「生きる力をはぐくむ 豊

かな学校をめざして」の１年次である。本年は第七期の研究主題を継続した意義とその研究成果をふまえ、

より深く研究を推進するものである。研究の推進に当たっては、子どもたちを取り巻く環境の変化と学校

教育の大きな改革の流れの中で教育の不易と流行を見つめ、「子どもの命と夢」に焦点をあて、本サブテ

ーマを設定した。 

今、私たちを取り巻く社会では、毎日のように子どもたちをめぐる悲惨な事件や虐待といった問題が報

道されている。こうした問題の背景には、人間性や社会性の欠如、家庭や地域社会のつながりの希薄さや

情報モラルの欠如などにより、互いに伝え合い望ましい人間関係を築くことが困難になっていることが挙

げられる。 

 子どもも大人も未来への明るい展望をもちにくい今こそ、学校教育においては「命かがやかせ 夢ひらく  

たくましい子どもの育成」が強く求められている。そこで、子ども自身がかけがえのない「命」を見つめ

ながら、「夢」に向かってたくましく健やかに成長し、自立することを私たちはめざしたい。 

（１）教育理念に基づく学校教育の実現 

  「命かがやかせ 夢ひらく たくましい子どもの育成」を推進するためには、現在各校で取り組んでい

る「生きる力」の育成を力強く推進することが不可欠である。子どもたちが「生きる力」の根源である

命を見つめ、他者、社会、自然、環境とのかかわりの中で、これらと共に生きる自分への自信をもたせ、

自らの内なる命のかがやきを増し、他者や社会に貢献してかがやきを発する力を育成することが大切で

ある。そして、夢や希望を抱きながら、その実現に向け自立した人間に育ちゆくことが求められている。 

 そのために、教頭は自らがどのように資質能力の向上を図り、リーダーシップを確かに発揮していけば

よいのか、研究を深めていくことが求められている。 

（２）教頭としての力量の向上 

「命かがやかせ 夢ひらく たくましい子ども」を育てる学校教育を、全教職員が一丸となり推進する

に当たっては、私たち自身の意識改革とチームとしての組織力の向上を図りながら、学校内外との調和

と連携のとれた学校運営をしていかなければならない。そのために、教頭として広い視野に立って学校

運営を行う力量が求められている。 

（３）学校の社会的役割の推進 

第七期では研究を推進し、学校と家庭・地域社会との連携を通した信頼関係の構築を図ってきた。そ

の成果に立ち第八期では、子どもたちが家庭、地域社会、さらには国際社会の一員として共に人間社会

に生きていく力を育成する「豊かな学校づくり」をめざしたい。 

そこで、子どもの育ちの連続性を重視し、幼保小中高の各学校が緊密に連携し合い、学校と家庭、地

域社会が一体となった教育を積極的に展開していくことが重要になる。その要として、教頭は自らの力

量を高め、教職員や保護者、学校にかかわる関係者と協働し、日々の教育活動の充実を図る必要がある。 
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教頭会の会章について 

 

○円形は、全国公立学校教頭会のまとまりを簡潔に表わしており、内

に無限の発展を希う全会員の総意を示すものとした。 

 

○てん書体の「教」は、公教育の重責にたずさわる教頭が、自らの本

分を自覚し、職務に専念する者としての師表となることを表わすも

のである。 

 

○横八本の線は、全国八ブロックの単位体を表現し、それぞれ一定の

秩序と協調を保ちつつ発展し、八本の線に遠近感をもたせたのは教

頭会の未来性を、また、中央部のアクセントは教頭の自覚を促すこ

とを希っている。 

 

 なお、全体の色調はブルーで統一してあるが、これは海の色・空の

色を基調とするものである。温か味の中にも厳しい育みを営む海、地

上に繁栄と力のエネルギーを供給する太陽を中心に無限に広がる空、

それぞれの特性を本会の理想として選んだものである。 

 

作 塚本武治 
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